様式第６号　
質問及び回答書
	【件名】「広報いいづか」及び「飯塚市ホームページ」有料広告取扱業務

	【質問】　※原文のまま掲載します


	【飯塚市回答】



※注意事項※


①質問書はメールにて送付してください


②メールの本文中に，事業者名・担当者名・日中繋がる連絡先を明記してください（質疑書中に明記しないでください）


③飯塚市で質疑メールを受信次第，原則として当日中（午後５時以降に受信した場合は翌日中）に受信の旨を記載し返信します。送信後，飯塚市から返信メールがなければ，電話でご連絡ください


④質疑の内容を確認するため，質疑をした方（担当者）に飯塚市から連絡する場合があります


⑤質疑の受付期限を過ぎた場合は回答できませんので，あらかじめご了承ください









